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は じ め に 

 

仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 65

号）」が、平成 21 年 6 月 24 日に成立、平成 21 年 7 月 1 日に公布され、その主たる改正事項

が平成 22 年 6 月 30 日から施行されます。 

改正のポイントは下表のとおりです。 

各企業におかれては、企業内の制度について必要な見直しを行い、改正された育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3年法律第 76 号。以下

「育児・介護休業法」といいます。）に合わせ、就業規則等を早急に整備してください。  

このパンフレットでは、就業規則における育児・介護休業等の取扱い及び改正を踏まえた

育児・介護休業等に関する規則の規定例について簡単に解説します。事業所における就業規

則等の整備にお役立てください。 

 

 

‐改正のポイント‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①育児期の短時間勤務

制度及び所定外労働

の免除の義務化 

②看護休暇制度の拡充 

③男性の育児休業取得

促進策の導入 

④介護休暇制度の創設 

事業主がいくつかの措置

の中から１つ選択して措

置することが義務 

小学校就学前の子がいる

場合、年 5日 

－ 

－ 

3 歳に満たない子を養育する労働者

に対する短時間勤務制度及び所定外

労働の免除が義務化されます。 

→22、28 ページ参照

小学校就学前の子が 1 人の場合年 5

日、2 人以上の場合年 10 日の看護休

暇が付与されます。 

→18 ページ参照

父母ともに育児休業をする場合の特

例（パパ・ママ育休プラス）の創設

や、専業主婦（夫）家庭の夫（妻）

を労使協定で対象外とできる仕組み

の廃止などが実施されます。 

→4ページ参照

要介護状態にある対象家族の介護等

を行うため、対象家族が 1 人の場合

年 5日、2人以上の場合年 10 日の介

護休暇が付与されます。 

→20 ページ参照

改 正 事 項 改 正 前 改  正  後 

⑤育児・介護休業期間

等の通知 

－ 育児休業・介護休業申出に対し、事

業主は、休業期間等を書面等で通知

しなければなりません。 

→8、14 ページ参照
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Ⅰ 就業規則における育児・介護休業等の取扱い 

（ポイント 1） 

育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための

時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等（以下Ⅰにおいて「育児・介護休業等」

といいます。）について、就業規則に記載してください。  

 

1 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除並びに育児・介護のた

めの時間外労働及び深夜業の制限については、法律上の要件を満たす労働者が適正に申し出ることに

より休業等の法的効果が生ずるものですが、各事業所においてあらかじめ制度を導入し、就業規則に

記載する必要があります（子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と

家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針（以下「指針」と

いいます。））。 

また、育児・介護のための所定労働時間の短縮措置等については、育児・介護休業法及び「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 」（平成 3 年労働省令第

25 号。以下「則」といいます。）に基づき、各事業所において制度を導入し就業規則に記載する必要

があります。 

  

2 労働基準法では就業規則の作成に際し、第 89 条第 1 号から第 3 号までに定められている事項 （始

業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項）につい

て必ず記載しなければならないとしています。 

（1）育児・介護休業法による育児・介護休業、子の看護休暇及び介護休暇もこの「休暇」に該当する

ことから、就業規則に、 

① 付与要件（対象となる労働者の範囲等） 

② 取得に必要な手続 

③ 期間 

について記載する必要があります。  

（2）賃金に関する事項については、 

① 育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中の賃金の支払の有無 

② 育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中並びに所定労働時間の短縮措置等が講じ

られた期間中に通常の就労時と異なる賃金が支払われる場合には、 

a その決定、計算及びその支払方法 

b 賃金の締切り及び支払時期 

について記載する必要があります。  

（3）育児・介護休業法による短時間勤務の制度、時差出勤の制度等については、始業及び終業の時刻

等について記載する必要があります。  

 

3 労働基準法第 89 条第 3 号の 2 から第 10 号までに定められている事項 （退職手当、賞与等臨時の

賃金、職業訓練等の定め及びその他労働者のすべてに適用される定め）は、その定めをする場合にお

いては就業規則に記載しなければならないいわゆる相対的必要記載事項ですから、育児・介護休業期

間中の教育訓練や賞与等臨時の賃金等について定めをする場合には、それらに関する事項を就業規則

に記載する必要があります。  
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4 賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかったも

のとして取り扱うこと（※）は不利益な取扱いに該当しません。 

 ※ 育児・介護休業や子の看護休暇・介護休暇を取得した日を無給とすること、所定労働時間の短

縮措置により短縮された時間分を減給すること、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数

を考慮する場合に休業をした期間を日割りで算定対象期間から控除すること、などがこれに当た

ります。 

 一方、休業等より労務を提供しなかった期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不

利益取扱い」に該当し、育児・介護休業法違反となりますので、制度導入に当たっては留意してくだ

さい（指針）。 

 

（ポイント 2） 

育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための

時間外労働及び深夜業の制限について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた

取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。 

 

育児・介護休業法に示された育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働

の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限の制度は、労働者の権利としての最低基準

を定めたものです。したがって、これらの制度に関して、育児・介護休業法の内容を上回るような制

度を設けることは自由であり、むしろ、事業主に対して、そのような努力が求められています。 

しかし、逆に、厳しい条件を設けることによって育児・介護休業法に定められた最低基準を下回る

ような制度を設けることは許されず、このような取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解され

ます。 

 

（ポイント 3） 

育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署

長に届け出る必要があります。 

 

労働基準法においては、常時 10 人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成又は

変更した場合にこれを所轄の労働基準監督署長に届け出ることを定めています。したがって、育児・

介護休業等に関する規定を就業規則に記載し、又は記載している内容を変更した際には、その就業規

則を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

なお、育児・介護休業等に関する事項を、統一的に就業規則本体中におさめることは困難な場合も

あり、また、就業規則があまり大部になることは労働者にとっても不便ですから、これらに関する事

項を別規則にすることも一つの方法です。 

ただし、別規則にした場合であっても就業規則であることに変わりはありませんから、その作成・

変更の際には、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 
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Ⅱ 育児・介護休業等に関する規則の規定例 

第 1 章 目的 

（目的） 

第 1条 

本規則は、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、

育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いにつ

いて定めるものである。 

第 2 章 育児休業制度 

ケース① 《期間雇用者のすべてを育児休業の対象とする例》 

（育児休業の対象者） 

第 2条  

1 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、1歳に満たない子

と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。 

 

ケース② 《法に基づき一定範囲の期間雇用者を育児休業の対象から除外する例》 

（育児休業の対象者） 

第 2条  

1 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、1 歳に満たない子と

同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期

間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、育児休業をすることができる。  

2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。 

イ 入社 1年以上であること。 

口 子が 1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。 

ハ 子が 1 歳に達する日から 1 年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが

明らかでないこと。 

 

ケース③ 《法に基づき一定範囲の期間雇用者と労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》 

（育児休業の対象者） 

第 2条 

1 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、1 歳に満たない子と

同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期

間契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り育児休業をするこ

とができる。 

イ 入社 1年以上であること。 

口 子が 1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。 

ハ 子が 1 歳に達する日から 1 年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが

明らかでないこと。  

2 1 にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。 

一 入社 1年未満の従業員 

二 申出の日から 1 年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員 
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解            説 

 

 

① 法に基づく育児休業は、期間を定めて雇用される者（期間雇用者）には一定の要件を課して適用

されています。しかしながら、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その

契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、その要件を満たし

ているか否かにかかわらず、育児休業の対象となります（指針）。 

対象となりうる期間雇用者が多く在籍する事業所においては、期間雇用者全員を対象とするケー

ス①のような規定を設けることが考えられるでしょう。 

なお、パートタイマーなどの名称で働いていたり、1 日の労働時間が他の正社員よりも短い者で

あっても、期間の定めのない労働契約の下で働いている場合は、法に基づく育児休業の対象となる

ため、「パートタイマーは育児休業をすることはできない」等の定めをすることはできません。 

 

育児休業の対象となる一定の期間雇用者とは、申出時点において、次のイ、ロのいずれにも該当

する労働者です（育児・介護休業法第 5条第 1項）。左のケース②の規定例はこれに対応しています。 

イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が 1年以上であること。 

ロ 子が 1 歳に達する日（誕生日の前日）を超えて引き続き雇用されることが見込まれること（子

が 1 歳に達する日から 1 年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明ら

かである者を除く。）。 

期間雇用者が在籍する事業所においては、期間雇用者も上記に該当すれば、育児休業をすること

ができるので、このことについて、あらかじめ明らかにしておきましょう。また、育児休業中の期

間雇用者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申

出が必要となります。 

 

 

 

② 育児休業をすることができないこととする労使協定があれば、以下の労働者については、対象か

ら除外することができます（育児・介護休業法第 6条第 1 項、則第 6 条、第 7条）。左のケース③の

規定例はこれに対応しています。 

イ 入社 1年未満の従業員 

ロ 申出の日から 1 年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

ハ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員 

③ 労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面に

よる協定をいいます。 
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第 2条（続き） 

2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が 1歳

2 か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が 1 年を

限度として、育児休業をすることができる。 

3 次のいずれにも該当する従業員は、子が 1歳 6か月に達するまでの間で必要な日数について育児

休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の 1 歳の誕生

日に限るものとする。  

(1) 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていること 

(2) 次のいずれかの事情があること 

 (ｱ) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合  

(ｲ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降育児に当たる予定

であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 

 

※ケース②または③に続く場合は、第 2条（続き）3、4となります。 
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解            説 

 

④ 配偶者が、子が１歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合、労働者は、

子が 1 歳 2 か月に達するまで、育児休業をすることができます（育児・介護休業法第 9 条の 2 第 1

項による読み替え後の法第 5 条第 1 項）。ただし、①本人の育児休業開始予定日が、子の１歳の誕

生日の翌日以降である場合及び②本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日前である

場合、には、この限りではありません（育児・介護休業法第 9条の 2 第 2項）。 

「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 

⑤ ２により育児休業が取得できる期間は、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合

計が、1 年間（子の出生日から 1 歳に達する日までの日数）になるまでとなり、この合計期間が 1

年間を超える場合には、その超えた日に育児休業は終了します（育児・介護休業法第 9 条の 2 第 1

項による読み替え後の法第 9条第 1 項）。 

⑥ 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまでの間、

育児休業をすることができます（育児・介護休業法第 5条第 3項、則第 4条の 2）。  

1 歳 6 か月まで育児休業ができるのは、次のイ、ロのいずれかの事情がある場合です。 

イ 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 

ロ 子の養育を行っている配偶者であって、1 歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負

傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 

育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が 1 歳まで（配偶者が 1 歳を超えて育児休業を

している場合にはその育児休業終了予定日まで）育児休業をしていた配偶者に替わって休業するこ

ともできます。  

「原則として」とは、２により子が 1 歳に達する日を超えて育児休業をする場合を考慮したもの

であり、この場合、育児休業終了予定日の翌日が 1歳 6か月までの育児休業の開始日となります。 

⑦ 1歳 6か月までの休業についても、育児休業をすることができないこととする労使協定があれば、

以下の労働者については、対象から除外することができます（育児・介護休業法第 6 条第 1 項、則

第 6条、第 7 条）。 

イ 入社 1年未満の従業員 

ロ 申出の日から 6 か月以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

ハ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員 
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（育児休業の申出の手続等） 

第 3条 

1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日（以下「育

児休業開始予定日」という。）の 1か月前（第 2 条第 3 項（ケース②、③の場合は、第 4項）に基

づく 1歳を超える休業の場合は、2 週間前）までに育児休業申出書（社内様式 1）を人事部労務課

に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更

新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業

開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。  

2 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき 1回限りとする。ただし、産後休業を

していない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内にした最初の

育児休業については、1 回の申出にカウントしない。 

(1) 第 2 条第 1項に基づく休業をした者が同条第 2項（ケース②、③の場合は、第 3項）に基づ

く休業の申出をしようとする場合又は本条第 1 項後段の申出をしようとする場合 

(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合  

3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることが

ある。 

4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者（以下こ

の章において「申出者」という。）に対し、育児休業取扱通知書（社内様式 2）を交付する。 

5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後 2 週間以内に人事部労務課に育

児休業対象児出生届（社内様式 3）を提出しなければならない。  
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解            説 

 

① 1 の「原則として」は、出産予定日よりも早く子が出生したこと及び配偶者の死亡等 1 週間前に

申し出れば希望どおり休めることとなる一定の事由があること等を考慮したものです（育児・介護

休業法第 6 条第 3 項）。もとより、「1 か月前（2 週間前）」とせず一律に「1 週間前」とする等、育

児・介護休業法より労働者に有利な取り決めをすることは差し支えありません。 

② 育児休業申出は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労働者の希望により、ファ

ックス、電子メール又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能（ただし、後

二者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成できるものに限る。）とさ

れており、これを具体的に明記することも可能です（則第 5条第 2項）。 

③ 「人事部労務課」と提出先を明記したのは、「申出」の日を特定するのに争いが起こることのない

ように配慮したものです。事務所が数多くある大企業などは、労働者の便宜のため文書の提出先を

各事業所ごとに決めることが望ましいと考えられます。  

④ 1 のなお書きは、期間雇用者が労働契約の更新に伴い更新後の期間について、引き続き育児休業

をしようとする場合には、再度の育児休業の申出が必要であることに対応しています。また、この

場合、申出の回数制限等の対象とはされないことになっています（育児・介護休業法第 5条第 5項）。

なお、この場合については、労使協定で除外される労働者となっていても、事業主は申出を拒むこ

とはできません（育児・介護休業法第 6条第 4 項）。  

⑤ 育児休業の申出は、原則として 1 回限りとされていますが、子の出生日又は出産予定日のいずれ

か遅い方から 8 週間以内にした最初の育児休業については、1 回の申出に数えないこととされてい

ます。この場合、育児休業が 8 週間以内に終了していることが必要です。また、産後休業を取得し

た場合はこの特例の対象となりません（育児・介護休業法第 5 条第 2 項）。このため、当該特例は、

主に父親である従業員に適用されることとなります。 

⑥ 2 の「特別の事情」は、産前産後休業又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した

場合で、産前産後休業又は新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になっ

たこと等の理由により労働者と同居しなくなったとき、配偶者が死亡したとき、子が負傷、疾病、

障害により 2 週間以上にわたり世話を必要とするとき、保育所入所を希望しているが入所できない

とき等（則第 4 条）を想定していますが、具体的に明記することも可能であり、これらの事情のほ

か更に再度の休業を認める事情を加えることもできます。  

⑦ 2(1)は、1歳を超える休業をする場合には、改めて申出が必要であることから、1歳までに休業を

している場合、申出の回数としては 2 回となることに対応しています（育児・介護休業法第 5 条第

1 項から第 3 項まで）。  

⑧ 3 の「各種証明書」は、申出書記載事項に係る事実を証明できるもので労働者が提出できるもの

で足りることとすべきでしょう。なお、証明書の提出がないことを理由に休業を認めないとするこ

とはできません。  

⑨ 4 の「育児休業取扱通知書」は、育児・介護休業法第 21 条第 2項において、事業主は、労働者が

育児休業申出をしたときは、労働者に対し、休業中における待遇に関する事項、休業後における賃

金、配置その他の労働条件に関する事項等に関する取扱いを明示するよう努めなければならない、

とされており、これらの事項を記載したものです（社内様式２参照。）。 

また、事業主は、育児休業申出に対し、以下のイ～ハの事項を通知しなければならないこととさ

れています（則第 5 条第 4 項）。「育児休業取扱通知書」にこれらの事項のみを盛り込むことでも差

し支えありません。 

イ 育児休業申出を受けた旨 

ロ 育児休業開始予定日（第 5 条第 2 項の規定により事業主が開始日の指定をする場合には、その

指定日）及び終了予定日 

ハ 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由 
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（育児休業の申出の撤回等） 

第 4条 

1 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届（社内様式 4）を人事部労務

課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。  

2 育児休業撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業撤回届を提出した者に対し、

育児休業取扱通知書（社内様式 2）を交付する。 

3 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすること

ができない。ただし、第 2条第 1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第 2 項（ケ

ース②、③の場合は、第 3項）に基づく休業の申出をすることができる。  

4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこ

ととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者

は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 

（育児休業の期間等） 

第 5条  

1 育児休業の期間は、原則として、子が 1 歳に達するまで（第 2 条第 2 項及び第 3 項（ケース②、 

③の場合は、第 3 項及び第 4 項）に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで）を限度

として育児休業申出書（社内様式 1）に記載された期間とする。  

2 1 にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を

行うことができる。  

3 従業員は、育児休業期間変更申出書（社内様式 5）により人事部労務課に、育児休業開始予定日

の 1 週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業

を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の 1か月前（第 2 条第 3 項に基づ

く休業をしている場合は、2 週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下

げ変更を行うことができる。 

育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として

1 回に限り行うことができるが、第 2 条第 3 項（ケース②、③の場合は、第 4 項）に基づく休業

の場合には、第 2 条第 1 項に基づく休業とは別に、子が 1 歳から 1 歳 6 か月に達するまでの期間

内で、一回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。  

4 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提

出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式 2）を交付する。  

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休

業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（1）子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から 2

週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。） 

（2）育児休業に係る子が 1歳に達した場合等 

子が 1 歳に達した日（第 2 条第 2 項に基づく休業の場合を除く。第 2 条第 3 項に基づく休業

の場合は、子が 1歳 6か月に達した日）  

（3）申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合 

産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日 

   (4) 第 2 条第 2項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との

合計が 1 年に達した場合 

    当該 1年に達した日 

6 5（1）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその

旨を通知しなければならない。  
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解            説 

 

① 2 については、事業主は、育児休業の撤回の申出に対し、育児休業の撤回の申出を受けた旨を通知

しなければならないこととされています（則第 17 条第 2項）。 

②  3 の「特別の事情」は、配偶者の死亡等（則第 18 条）を想定していますが、このほか更に再度

の申出を認める事情を加えることも可能です。  

③  4 の「子を養育しないこととなった場合」とは、子の死亡のほか、子が養子の場合の離縁や養子

縁組の取消等（則第 19 条）を想定しています。  

 

 

 

 

 

 

① 1 の「原則として」は、2 以降で期間の変更の可能性があることに配慮したものです。  

② 2 は、労働者が希望どおりの日から休業するためには、原則として「育児休業を開始しようとす

る日の 1 か月前」までに申し出ることが必要ですが、これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で

休業を開始する日を指定することができることに対応しています。 

指定することのできる日は、労働者が休業を開始しようとする日以後、申出の日の翌日から起算

して 1か月を経過する日までの間のいずれかの日です（育児・介護休業法第 6条第 3項、則第 9条、

第 10 条）。 

なお、子が 1 歳以降の育児休業については、この期間は、2週間です。  

③ 3 は、育児・介護休業法では、労働者は出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、

病気等特別の事情がある場合、1 回は育児休業を開始する日を繰上げ変更することができることに

対応しています。 

また、労働者は、事由を問わず、育児休業の申出 1 回について、育児休業を終了する日を 1 回は

繰下げ変更することができることとなっています（以上、育児・介護休業法第 7 条、則第 9 条、第

12 条～第 16 条）。  

④  4 については。事業主は、育児休業期間変更の申出に対し、以下のイ及びロの事項を通知しなけ

ればならないこととされています（則第 12 条第 2項、第 16 条第 2項）。 

イ 育児休業期間変更の申出を受けた旨 

ロ 育児休業開始予定日（第 5 条第 2 項の規定により事業主が開始日の指定をする場合には、その

指定日）及び終了予定日 

⑤  5（1）の「子を養育しないこととなった場合」は、子の死亡のほか、子が養子の場合の離縁や

養子縁組の取消等（則第 19 条）を想定しています。また、 5（1）～（4）のほか、労働者の意思

によらず休業を終了することとする事項を加えることは、原則としてできません。 
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第3章 介護休業制度 

ケース① 《期間雇用者のすべてを介護休業の対象とする例》 

（介護休業の対象者） 

第 6条  

1 要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）は、この規則に定めるところによ

り介護休業をすることができる。 

 

ケース ② 《法に基づき一定範囲の期間雇用者を介護休業の対象から除外する例》 

（介護休業の対象者） 

第 6条  

1 要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）は、この規則に定めるところによ

り介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2 に定める者に限り、介

護休業をすることができる。  

2 介護休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。 

イ 入社 1年以上であること。 

口 介護休業を開始しようとする日（以下「介護休業開始予定日」という。）から 93 日を経過す

る日（93 日経過日）を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。 

ハ 93 日経過日から 1 年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らか

でないこと。 

 

ケース③ 《法に基づき一定範囲の期間雇用者と労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》 

（介護休業の対象者） 

第 6条  

1 要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）は、この規則に定めるところによ

り介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点において、次の

いずれにも該当する者に限り介護休業をすることができる。 

イ 入社 1年以上であること。 

口 介護休業を開始しようとする日（以下「介護休業開始予定日」という。）から 93 日を経過す

る日（93 日経過日）を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。 

ハ 93 日経過日から 1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らか

でないこと。  

2  1にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。 

一 入社 1年未満の従業員 

ニ 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員 

 

第 6 条（続き） 

2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以

上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。  

（1）配偶者  

（2）父母  

（3）子  

（4）配偶者の父母  

（5）祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者  

（6）上記以外の家族で会社が認めた者 

 

※ケース②または③に続く場合は、第 6条（続き）3 となります。 
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解            説 

 

① 法に基づく介護休業は、期間を定めて雇用される者（期間雇用者）には一定の要件を課して適用

されています。しかしながら、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その

契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、その要件を満たし

ているか否かにかかわらず、介護休業の対象となります（指針。5頁解説①参照）。 

対象となりうる期間雇用者が多く在籍する事務所においては、期間雇用者全員を対象とするケー

ス①のような規定を設けることが考えられるでしょう。 

介護休業の対象となる一定の期間雇用者とは、申出時点において、次のイ、ロのいずれにも該当

する労働者です（育児・介護休業法第 11 条第 1 項）。左のケース②の規定例はこれに対応していま

す。 

イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が 1年以上であること。 

ロ 介護休業開始予定日から 93 日を経過する日（93 日経過日）を超えて引き続き雇用されること

が見込まれること（93 日経過日から 1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されな

いことが明らかである者を除く。）。 

期間雇用者が在籍する事務所においては、期間雇用者も上記に該当すれば、介護休業をすること

ができるので、このことについて、あらかじめ明らかにしておきましょう。また、介護休業中の期

間雇用者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申

出が必要となります。 

② 介護休業をすることができないこととする労使協定があれば、以下の労働者については、対象か

ら除外することができます（育児・介護休業法第 12 条第 2項、則第 23 条）。左のケース③の規定例

はこれに対応しています。 

イ 入社 1年未満の従業員 

ロ 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

ハ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員 

③ 第 2 条の育児休業制度の解説（5 頁）でも述べたように、労使協定とは、事務所ごとに労働者の

過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない

ときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定をいいます。 

④ 第 6条 2（6）は、育児・介護休業法に定める最低基準を上回る部分です。 
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（介護休業の申出の手続等） 

第 7条 

1 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の 2 週間前までに、介

護休業申出書（社内様式 6）を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、

介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、

更新された労働契約期間の初日を介護開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行

うものとする。 

2 申出は、特別な事情がない限り、対象家族 1 人につき 1 要介護状態ごとに 1 回とする。ただし、

1 の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 

3 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることが

ある。 

4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者（以下こ

の章において「申出者」という。）に対し、介護休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 
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解            説 

 

① 従業員は、介護休業を開始しようとする日の 2 週間前までに申し出れば希望どおり休めること

となります。もとより、「2 週間前」とせずに一律に「1 週間前」とする等、育児・介護休業法より

労働者に有利な取り決めをすることは差し支えありません。 

② 介護休業申出は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労働者の希望によりファッ

クス、電子メール又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能（ただし、後二

者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成できるものに限る。）とされ

ており、これを具体的に明記することも可能です（則第 22 条により準用する則第 5条第 2項）。 

③ 第 3 条の育児休業制度の解説（7頁）でも述べたように、「人事部労務課」と提出先を明記したの

は、「申出」の日を特定するのに争いが起こることのないように配慮したものです。事務所が数多く

ある大企業などは、労働者の便宜のため文書の提出先を各事業所ごとに決めることが望ましいと考

えられます。  

④ 1 のなお書きは、期間雇用者が労働契約の更新に伴い更新後の期間について、引き続き介護休業

をしようとする場合には、再度の介護休業の申出が必要であることに対応しています。また、この

場合、申出の回数制限等の対象とはされないことになっています（育児・介護休業法 11 条第 4項）。

なお、この場合については、労使協定で除外される労働者となっていても、事業主は申出を拒むこ

とはできません（育児・介護休業法第 12 条第 4項）。  

⑤ 2 の「特別の事情」は、新たな介護休業の開始により前の介護休業期間が終了した場合で、新た

な介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の解消、離縁等により新たな介護休業に

係る対象家族と労働者との親族関係が消滅したとき等（則第 21 条）を想定していますが、具体的に

明記することも可能であり、これらの事情のほか更に再度の休業を認める事情を加えることもでき

ます。  

⑥  3 の「各種証明書」は、申出書記載事項に係る事実を証明できるもので労働者が提出できるもの

で足りることとすべきでしょう。なお、証明書の提出がないことを理由に休業を認めないとする

ことはできません。  

⑦  4 の「介護休業取扱通知書」は、育児・介護休業法第 21 条第 2 項において、事業主は、労働者

が介護休業申出をしたときは、労働者に対し、休業中における待遇に関する事項、休業後におけ

る賃金、配置その他の労働条件に関する事項等に関する取扱いを明示するよう努めなければなら

ない、とされており、これらの事項を記載したものです（社内様式２参照。）。 

また、事業主は、介護休業申出に対し、以下のイ～ハの事項を通知しなければならないこととさ

れています（則第 22 条第 2項）。「介護休業取扱通知書」にこれらの事項のみを盛り込むことでも差

し支えありません。 

イ 介護休業申出を受けた旨 

ロ 介護休業開始予定日（第 9 条第 2 項の規定により事業主が開始日の指定をする場合には、その

指定日）及び終了予定日 

ハ 介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由 
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（介護休業の申出の撤回等） 

第 8条 

1 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届（社内様式 4）を人事部労務

課に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。  

2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者

に対し、介護休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。 

3 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則

として 1 回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1 回を超

えて申し出ることができるものとする。  

4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこ

ととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者

は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

 

 

(介護休業の期間等) 

第 9 条  

1 介護休業の期間は、対象家族 1 人につき、原則として、通算 93 日間の範囲（介護休業開始予定

日から起算して 93 日を経過する日までをいう。）内で、介護休業申出書（社内様式 6）に記載さ

れた期間とする。 

ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第

14 条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して 93 日間までを原則

とする。  

2 1 にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を

行うことができる。  

3 従業員は、介護休業期間変更申出書（社内様式 5）により、介護休業を終了しようとする日（以

下「介護休業終了予定日」という。）の 2週間前までに人事部労務課に申し出ることにより、介護

休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。 

この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算 93

日（異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第 14 条に規定する介護短時間

勤務の適用を受けた場合は、93 日からその日数を控除した日数）の範囲を超えないことを原則と

する。  

4 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提

出した者に対し、介護休業取扱通知書（社内様式２）を交付する。  

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休

業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（1）家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から 2

週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。） 

（2）申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合 

産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日 

6 5（1）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその

旨を通知しなければならない。  


